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訂正内容 

訂正頁・行 訂正箇所 

Ｐ16 

問題 15 国民年金 

選択肢 2.の 

1 行目と 3 行目 

   

 

【誤】 

学生を除く 30 歳未満の～ 

若年者納付猶予の対象となる。 

【正】 

学生を除く 50505050 歳歳歳歳未満の～ 

保険料保険料保険料保険料納付猶予の対象となる。 

 

※平成28年7月1日以後の改正 



 

 

Ｐ17 

問題 15 の解答解説 

選択肢 2.の 

1 行目と 2・3 行目 

選択肢 3.の 1 行目 

 

 

 

 

 

【誤】 

学生を除く 30 歳未満の～ 

若年者納付猶予の対象となる。 

若年者納付猶予の特例期間～ 

【正】 

学生を除く 50505050 歳歳歳歳未満の～ 

保険料保険料保険料保険料納付猶予の対象となる。 

保険料保険料保険料保険料納付猶予の特例期間～ 

 

※平成28年7月1日以後の改正 

Ｐ75 

問題 8 個人向け国債

の解答 

選択肢 2.の 1 行目 

【誤】～3年満期および53年満期の～ 

【正】～3年満期および5555年年年年満期の～ 

Ｐ 297  ≪ 問 3 ≫ 

＜遺産に係る基礎控

除額＞ 

【誤】3,000万円×600万円×4（法定相続人の数）＝5,400万円 

【正】3,000万円＋＋＋＋600万円×4（法定相続人の数）＝5,400万円 

 


